
1 

 

 

 

 

 

プレスリリース  

2012年 10月 29日 #2 

 

ロス海保護区案への結論を迫られる CCAMLR会議 

AOA（南極海連盟） 

 

[2012年 10月 29日、ホバート]   

南極ロス海の保護については米国およびニュージーランド（NZ）両国がそれぞれ海洋保護区

指定案を作成、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会（CCAMLR）年次会合で討議が

進められてきたが、このたび両国がついに相違点のすり合わせに成功し、統一した保護区案

を現地時間 29日に再提出した。このニュースを AOA（Antarctic Ocean Alliance、南極海連

盟）は、南極海における海洋保護区・禁漁区ネットワーク構築実現の基盤となり得る動きとし

て歓迎したが、同時に、実現には 2か国のみならず CCAMLR加盟全組織の賛同が必要で

あると強調した。 

 「今週の会議でも漁業国をはじめカギを握る国々が活発な議論を繰り広げる見込みで、基

準であるコンセンサス（全員の合意）による採択にこぎつけるという保証はまったくありませ

ん。」と AOA代表スティーブ・キャンベルは言う。「問題はロス海だけでなく南極大陸東岸海域

保護に関しても、各国代表が具体的にどんな条項に合意するかということです。」 

 AOAはロス海域のうち 360万平方キロを海洋生息地として保護するよう提言している。最

新の科学データに基づいた判断だ。これに対し米国・NZ案は禁漁区指定を 160万平方キロ

で行うとしている。「確かに規模としては大きく、CCAMLRで採択されれば世界最大の禁漁区

となるでしょう。」とキャンベルは述べた。 

 しかしコンセンサス形成への道のりは容易なものではなく、米国・NZの合意したロス海保護

区案の行方はいまだ不透明なものだ。 

 AOAによれば、環境保護団体は今日のメディア報道にある「light fishing（軽度の漁獲）」と

いう概念について、またそれがロス海のどの海域で実施されるのかなどに懸念を抱いている。

ロス海の重要な生息地など特定の海域が完全に保護されないならば、保護区案は不完全な

ものとなってしまう。これでは地球上で最も無垢の状態を保つ南極海という海洋の主要な生

態系を保護するために不可欠と科学者が求める施策を取ることができなくなるおそれがある。 

 メディアは今日、海洋保護区指定の期間についても議論がなされる見込みであるが、無期

限ということもあり得ると伝えた。 

 「AOAは、ひとたび指定されれば海洋保護区は何世代にもわたり残されるべきで、一国の

気まぐれにより漁業を解禁にするようなことがあってはならないと断言します。」キャンベルは
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続けた。「いかなる保護区案であれ、永続的な保護を最も重要な場所にもたらすことが肝要で

す。」 

 南極海の保護を求める市民の声はここ 1年間で拡大の一途をたどり、大規模な海洋保護

区指定への賛同者はこれまでに 120万人を超えた。「ロス海および南極東岸の海洋保護区

案を効果的なものとし全会一致で合意することは、CCAMLRにとっての最重要課題です。世

界の目は CCAMLRに注がれており、今週木曜に会議が閉幕する際には意義ある結果が得

られているよう期待を膨らませています。」 

（翻訳：ASOC  沼田 美穂子） 

     


